
令和7年12月　　　あ

保育年齢

※小規模保育事業を利用する方は、子どもが2歳児になる年度の年度末で卒園となります。

①申込みから利用までの流れ

⑴　4月の入園申込み

各施設の空き状況や詳しい情報については町ホームページをご覧ください。

健康福祉部　子育て支援課　保育係

℡　076-288-6726

6 内定施設による入園説明会 令和8年2月（施設によって差異がございます）

2 利用調整（選考） 令和8年1月中旬
保育の必要度や施設の空き状況等により、利用調整（選考）を行います。

3 利用施設内定

令和8年1月下旬～令和8年2月上旬
利用調整結果通知を郵送させていただきます。
※入所保留の場合は、空きのある施設を町から電話でご案内します。

4 入所保留

5 利用施設内定

0 入所不承諾

1 ２次申請期間 令和8年1月9日～令和8年1月15日
「2次申請用空き状況表」をご確認の上、空きのある園の中から希望順にご記
入ください。
※1次申請していない方も申請可能です。

利用申込みについて

令和7年12月中旬
1次申請をお申込みの方に利用調整結果通知を郵送させていただきます。
※「保育施設等不承諾通知書」が届いた場合は、12月中に町ホームページ
公表予定の「2次申請用空き状況表」をご確認の上、2次申請の準備（施設の
見学など）をお願いします。

3歳児
令和4年4月2日生　～　令和5年4月1日生

（2022年）　　　　　　（2023年）
0歳児

令和7年4月2日生　～　令和5年4月1日生
（2025年）　　　　　　（2024年）

5歳児
令和2年4月2日生　～　令和3年4月1日生

（2020年）　　　　　　（2021年）
2歳児

令和5年4月2日生　～　令和6年4月1日生
（2023年）　　　　　　（2024年）

4歳児
令和3年4月2日生　～　令和4年4月1日生

（2021年）　　　　　　（2022年）
1歳児

令和6年4月2日生　～　令和7年4月1日生
（2024年）　　　　　　（2025年）

　令和８年４月１日時点の年齢でクラスが決まります。令和8年度のクラス年齢と該当する生年月日は以下のとおりです。
申請の際は、下記のクラス年齢で申請してください。

令和8年度クラス年齢表

クラス
区分

生年月日
クラス
区分

生年月日

受付時間 月～金曜（祝日・年末年始を除く）の8時30分～17時15分

電子申請のため
に準備するもの

・PCやスマートフォンなどのインターネット環境に接続できるもの
・入所希望児童の発達状況表（1次申請の添付書類を再使用できます）
・保育を必要とする証明書類（1次申請の添付書類を再使用できます）
・保育料等軽減のための証明書類（1次申請の添付書類を再使用できます）
・保護者、申請児童のマイナンバー（カード等個人番号のわかるもの）
・申請者の身分を証明できるもの（電子署名をしない場合）

受付窓口 津幡町内の保育施設利用申請は、原則電子申請のみです。町外施設の利用を希望している、
インターネット環境がないなどの特別な理由がある方は下記窓口でお手続きください。

窓口受付 健康福祉部子育て支援課保育係（津幡町役場1階16番窓口）

＊1次申請で入所が内定しなかった方は、再度2次募集にお申込み下さい。
＊就労証明書等の事由証明書類は1次申請で添付されたものをそのままご利用いただけます
　 が、状況によっては新たな証明が必要となる場合がございます。
＊電子申請は24時間可能です。
＊1次募集に申込みが間に合わなかった場合でも、2次募集でお申込みできます。
＊申請を完了した後の申請内容の変更は、原則受け付けておりません。申請は慌てず慎重に
    行ってください。

2次申請期間 令和8年1月9日（金）　～　令和8年1月15日（木）

令和８年度入園申込(２次募集)のご案内
（１号・２号・３号認定こども用）

　本案内は、津幡町内の認定こども園・地域型保育事業（小規模保育事業）の利用を希望される方に、手続きの流れなどを案内
したものです。申請に不備等があった場合は受理、選考することができませんので、下記を必ずご確認のうえお申し込みくださ
い。


